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　ひとり暮らしの高齢者や障がいがある人などは、災害発生時の
避難に手助けが必要な場合があります。
　災害時要援護者台帳は、こうした人の氏名・住所・緊急連絡先
などを本人の同意により登録するもので、自治会などにあらかじめ
提供され、災害発生時の援護活動などに活用されます。
　自力での避難に心配がある人はご登録ください。

▶ 対象／市内で在宅生活し、災害発生時にご自身や家族などによる
避難が困難な人で、次の①～⑥のいずれかに該当する人

　①65歳以上のひとり暮らし高齢者
　②要介護認定を受けている人（要介護 1 以上）
　③身体障害者手帳を持っている人
　④療育手帳を持っている人
　⑤精神障害者保健福祉手帳を持っている人
　⑥その他災害時に地域の援護が必要な人

災害の状況によっては、支援する人が被災する場合もあります。
「自分の身は自分で守る」ということを心がけてください。

▶ 台帳の提供先／地元の自治会、担当区域の
　民生委員・児童委員、社会福祉協議会、警察署、消防署
▶ 申込／直接、社会福祉課（上石津・墨俣地域事務所も可）へ。

または、申込書（市ＨＰからダウンロード可）に必要事項を記入
して、社会福祉課（〒503－8601 丸の内 2 －29）へ

▶ 問合せ／同課（☎47－7256）へ

　県は、希望する地域の大雨、洪水、道路規制情報などを携帯電話
にメールで自動配信するサービスを提供しています。

▶配信項目
▪大雨・洪水注意報
▪大雨・洪水警報
▪雨量情報
▪河川水位情報
▪土砂災害警戒情報
▪道路通行規制情報
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▶メールを受け取るためには？
▪ 登録方法①／右の二次元コードを読み取り、

手順に従って登録
▪ 登録方法②／「t-gifu@sg-m.jp」に空メールを

送り、返信されたメールの手順に従って登録　
メール登録は
こちら

問合せ／岐阜県河川課（☎058－272－8593）
ポータルサイト

▶大垣市防災ポータルサイト
　市からの避難情報や、市に関係する河川の水位情報
などの防災情報をまとめた防災専用ＨＰです。
　洪水ハザードマップや防災ハンドブックの電子デー
タについても、確認することができます。
▶大垣市公式ＬＩＮＥアカウント
　災害情報をリアルタイムでお知らせして、適切なタイ
ミングで避難ができるように、避難情報の配信をしてい
ます。この機会に、「友だち」に追加登録してください。

　災害情報や避難情報を配信するため、防災ポータルサイトおよび
公式ＬＩＮＥアカウントを開設しています。この機会にぜひご活用
ください。
　詳しくは、危機管理室（☎47－7385）へ。

公式ＬＩＮＥ

　大正12年 9 月 1 日に関東大震災が発生したこと
から、 9月 1日を「防災の日」と定めています。
　市は、この日、防災行政無線をはじめ、メール
配信サービスやＳＮＳによる啓発を行います。
　詳しくは、危機管理室（☎47－7385）へ。

▶防災行政無線テレフォンサービス
　防災行政無線での放送が聞き取れなかった
場合に、防災行政無線テレフォンサービス

（☎0570－06－5252）で、内容を確認できます。
※通話料は利用者負担
▶メール配信サービスの登録方法

【パソコン】市ＨＰ「メール配信サー
ビス」から登録

【携帯電話】右の二次元コードから登録
メール配信
登録

市防災安全情報
公式アカウント

Ｘ（旧ツイッター）

フェイスブック

　地震や大規模なテロ、ミサイル攻撃など、国の緊急情報を発信す
る「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）」。その情報伝達試験が、
8 月28日（水）午前11時に、全国一斉に行われます。
　それに伴い市は、防災行政無線屋外スピーカーと指定避難所など
にある戸別受信機からの試験放送、および市メール配信サービス
登録者などへの試験配信を行います。
　詳しくは、危機管理室（☎47－7385）へ。

・マスク
・ウエットティッシュ
・体温計
・常備薬
・着替え

避 難 所 へ 自 ら 持 参 す る も の
※避難に差し支えない範囲でご持参ください

・衛生用品
・最低 3 日分の食料と飲料水
・携帯ラジオ
・携帯電話と充電器
・モバイルバッテリー　など

▶  対象／市内に在住・在勤・在学している人
▶  とき／10月20日（日）　午前 9 時～午後 3 時
▶   ところ／情報工房 2 階多目的研修室
▶  内容／防災講話、さばいどる「かほなん」さん
＝写真＝の講演など

▶   定員／50人（先着順）
▶   申込／ 9 月 1 ~30日に、市ＨＰ「電子申請サービス」

から申込
▶ 問合せ／危機管理室（☎47－7385）へ 市ＨＰ

自力避難に心配がある皆さん
災害時要援護者台帳に登録を

日ごろから準備を！
非 常 時 の 持 ち 出 し 品

　市の備蓄品には限りがあります。必要なものは自ら持参することを
心がけ、いざというときのために最低限必要なものを非常持ち出し品
として準備しておきましょう。
　詳しくは、危機管理室（☎47－7385）へ。

大雨、洪水、道路規制情報などを配信
ぎふ川と道のアラームメール

全国瞬時警報システムの伝達試験

防災ポータルサイト
　＆公式ＬＩＮＥ

ご活用ください！

　防災の入門講座として防災一般教養講座を開講します。だれでも
受講できますので、防災に興味がある人は、ぜひご参加ください。

第 1 回 防 災 一 般 教 養 講 座
防災って何をすればいいの？

防災行政無線とメールで啓発


